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【補足資料】
森林組合経営改善事業（見直し） 

  森林組合の経営改善に向けた取組みの更なる強化 
森林資源の変化に対応し、施業の集約化と間伐など木材生産を事業の中心とする 

森林所有者の真の協同組織としてその負託に応えうる自立した組合へと改革を推進 

これまでの取組み （Ｈ２１～Ｈ２３） 

目標：意識改革・行動 

今後の取組み （Ｈ２４～Ｈ２６） 

目標：行動の定着 

 【取組みと結果】 
   

１．経営者マネジメント研修（集合研修） 
  組合長や参事等を対象に、経営に必要なスキルの習得 

  ■結果：３年間で延べ２２日開催 
 

２．経営ビジョン策定研修（個別研修） 

（１）中期経営計画の策定 
  ５カ年間の経営計画の策定手法の習得 

  ※行動計画の実行精度向上のためPDCAｻｲｸﾙを試行 

  ■結果：１７組合が策定 （既策定２組合 計１９組合） 

（２）計画のローリング 
  計画の実行や見直しの手法の習得 

  ■結果：１１組合が計画をローリング 
 

３．森林施業プランナー養成研修 
  ｺｽﾄ分析や作業ｼｽﾃﾑ等のﾌﾟﾗﾝﾅｰに必要な知識の習得 

  ■結果：５０人養成 （２３組合４８人、２事業体２人） 

【取組み】 
１．経営ビジョン策定研修（個別研修） 

（１）中期経営計画の策定 

（２）計画のローリング 

（３）フォローアップ 
 ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄの改善を含めた中期経営計画の実効性の向上、取組みや
成果を見える化 

 ①期待する成果や取組み等の明確化 
 ・B/Sの改善を含めた年度目標や課題と取組等を記載したｼｰﾄの作成 

 ・職員による成果の共有化とそのプロセス設定 

 ・ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸとなる組合や取組みなどの情報提供 

 等の森連及び県の指導・支援   

 ②ＰＤＣＡ進捗管理スキルの向上 
 ・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる幹部のＯＪＴ研修 

 ・四半期毎の森連・県による進捗ﾁｪｯｸ 

２．森林施業プランナー実践力向上研修 
 ・木材の増産体制、本格化する森林経営計画策定と実行のｽｷﾙ向上 

 ・実務者が講師となり、実践に向けて、ﾃｰﾏ別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催 

【成果】 
 ■地域の森林管理の中核的担い手の役割を認識 

 ■マネジメント力向上への意識改革が促進 

 ■収益性の確保や組合員ｻｰﾋﾞｽ向上に向けた意識改革や 

   行動の変化 
  

【課題】 
 ◆ＰＤＣＡサイクルが実行できている組合は少ない 

 ◆少しづつ小さな成果は出つつあるが、見えにくい 

 ◆成果を出すまでには研修等更なる外部ｻﾎﾟｰﾄが必要 

【３年後に期待する成果】 
○本事業 

 ■自らの力でPDCAｻｲｸﾙを実行。精度がｽﾊﾟｲﾗﾙ的に向上 

 ■経営改善が目に見える形で成果に現れ、組織としてのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力 

   が向上し、組合員からの信頼を獲得 

 ■森林施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟと人数の拡大 

○他事業との相乗効果 

 ■集約化や森林経営計画の策定が進み、地域の森林管理の中核的 

   な担い手の役割を発揮  

 ■木材増産に向けての体制ができ、原木の安定供給を実行 
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 ◆行動できない組合は、合併への具体的な検討を開始 

 

 銘建工業の進出 （Ｈ２５操業予定） 

   ⇒木材増産体制の構築が急務 
  

 森林経営計画のスタート  （Ｈ２４認定開始）  

   ⇒認定基準に沿った集約化のスピードアップ 
 

 森施施業プランナーの資格（Ｈ２４認定開始）  

   ⇒技能・実践力のレベルアップ 

【取り巻く環境の変化】 

 

 ⇒組織としてのマネジメント力の更なる発揮・強化 

 ⇒管理部門の人材育成 

【森林組合に求められるもの】 

 

１．施業集約化事業を軸とした経営への誘導 

   （将来を見据えた経営ができるよう経営ビジョンや 

     中期計画等の計画づくりの推進） 

２．森林の経営の設計図となる森林経営計画の作成促進 

３ ．組合員等の施業集約化を最優先の業務とした森林 

  組合の育成 

４．情報公開の推進 

【国の組合指導の方向性】 

加えて 

国と県 

同じ方向性 

 平成２３年度中に、合併に関する県の方針を改定。 

「知識習得」の研修から「実践

応用力習得」の研修へ見直し 

「経営者ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修」を集合形式による全体研修

から、組合毎のレベルに合せた個別研修へと見直し 

県下全体 

の底上げ 

積極的な組合 

への個別指導 


